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上三川町財務会計システム更新等業務委託に係る公募型プロポーザル実施説明書 

 

１ 委託業務の概要 

（１）業務名 

  上三川町財務会計システム更新等業務 

（２）業務の目的 

  本業務は、本町における新たな財務会計システムの導入を行うものである。新システム

は、予算編成、予算執行等の機能に加え、公会計、固定資産台帳管理機能を包括した一体的

なシステム構築を目指し、職員の業務効率化や重複を排除することによるトータルコストの

削減も実現できるものとする。 

（３）業務内容 

  別紙基本仕様書を参照 

（４）履行期間 

  契約日から令和１０年３月３１日 

（５）提案限度額   

４４，１１０千円（消費税及び地方消費税相当額を含む。） 

 

２ 参加資格要件 

 提案書提出者は次の要件をすべて満たす者とする。 

（１）上三川町競争入札参加資格者名簿に登録されている者であること。 

（２）過去１０年以内に本町と同規模以上の自治体（職員数２００人以上）において、財務会

計システムの導入及び運用実績を有している者であること。 

（３）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４に掲げる者でないこと。 

（４）上三川町建設工事等請負業者指名停止等措置要領に基づく、指名停止措置を受けていな

い者であること。 
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（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定により、更生手続開始の申立がなされ

ていないこと。または民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定により再生手続

開始の申立がなされていないこと。 

（６）上三川町暴力団排除条例（平成２４年上三川町条例第３０号）第２条第４号に規定する

暴力団員等又は同条第５号に規定する暴力団員等でない者であること。 

 

３ 事業者の選定方法 

 公募型プロポーザル方式 

 

４ 実施スケジュール 

 プロポーザルの審査は、提出書類による選考並びにプレゼンテーション及びデモンストレー

ションにより実施する。 

実施内容 実施時期 

公募の開始 令和４年４月７日（木） 

参加表明書提出期限 令和４年４月２０日（水） 

質問の受付期限 令和４年４月２０日（水） 

提案関係書類の提出期限 令和４年５月２日（月） 

プレゼンテーション及びデモンストレーション 令和４年５月１７日（火）または 

令和４年５月２０日（金） 

候補者決定 令和４年５月２５日（水） 

 

 

５ 参加表明書等の提出 

（１）提出書類 

①参加表明書（別記様式第１号） 

②公募型プロポーザル参加資格要件確認申請書（別記様式第２号） 

③会社概要書（別記様式第３号） 

④業務実績表（別記様式第４号） 

（２）提出部数  正１部、副９部 
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（３）提出期間  令和４年４月７日（木）から令和４年４月２０日（水）までの午前９時か

ら午後５時まで。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く。 

（４）提出方法  持参または郵送により提出すること。 

①持参は、事前に電話連絡のうえで持参すること。 

②郵送は、配達の記録が残る方法とすること。 

（５）提出場所  事務局 

〒３２９－０６９６ 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目１番地 

上三川町役場企画課財政係（庁舎２階） 

電話：０２８５－５６－９１１９ 

メールアドレス：kikaku01@town.kaminokawa.lg.jp 

（６）提案書提出者の選定及び非選定に関する事項 

 参加表明書の添付書類により、本プロポーザルの提案資格を満たすものであるかを確認

し、その結果を、参加表明書に記載されたメールアドレス宛てに電子メールで通知する。 

 

６ 質問の受付及び回答 

本件に関する質問等がある場合は、必ず次のとおりとすること。その他の方法による質問

等を行った場合は、公平性確保の観点から質問を無効とするので、十分注意すること。 

（１）受付期間 

令和４年４月７日（木）午前９時から令和４年４月２０日（水）午後５時までとする。 

（２）質問方法 

質問書（別記様式第６号）により、電子メールで事務局のメールアドレスに提出するこ

と。 

（３）留意事項 

電子メールの件名は「【財務会計システム更新等業務】質問書（事業者名）」とするこ

と。 
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（４）回答方法 

質問に対する回答は、令和４年４月２２日（金）までに参加申込書を提出したすべての

事業者に電子メールにより送付する。質問者名を伏せたうえで、すべての質問と回答を送

付する。 

 

７ 提案書等の提出について 

（１）提出書類 

①企画提案書（別記様式第７号） 

企画提案書は、次の各号に従い、記載すべき事項内容に基づいて作成すること。な

お、要件を満たさない内容またはより良い提案がある場合はその差異を明記すること。

企画提案書は５０枚以内にまとめること。企画提案書のサイズは、Ａ４（Ａ３用紙を使

用する場合は、Ａ４版に織込む）とし、任意様式にて作成すること。 

番号 項目 記載すべき事項内容 

１ 会社情報 
①会社情報 

②提案システムの導入実績 

２ 本業務に対する取り組み ①基本的な考え方 

３ 提案システムの概要 

①カスタマイズに対する考え方 
②公会計制度への対応 

③提案システム内でのデータ連携 

④２次利用機能 

⑤拡張性・将来性 

４ システム構成 
①システムの全体構成 

②システム機能で提供するセキュリティ 

５ 業務管理体制 

①導入体制 

②品質管理方針等 

③制度改正対応に関する考え方 

④導入スケジュール 

６ データ移行 ①現行システムからのデータ移行方法 

７ 運用・保守 

①運用・保守体制 

②問い合わせへの対応 

③障害対応 

８ その他 ①本町に最適と思われる独自提案 
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②見積書（別記様式第８号） 

本業務一式について見積書（内訳含む）を作成する。なお、（ア）、（イ）それぞれの

費用が分かるように作成すること。 

（ア）導入にかかる費用（令和４年度のみ） 

（イ）令和５年以降のシステム運用保守経費または使用料を年度別に見積もること 

※消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかに関わらず、見積

金額には消費税額を加算すること。ただし、提案限度額を超えることはできない。 

③システム機能要件書（別記様式第５号） 

別紙「上三川町財務会計システム機能要件書」を用いて作成すること。機能要件書の回

答要領は、要件毎に以下の基準にて回答すること。※現時点：令和４年４月時点 

項目 回答 回答基準 

機能要件書対応状況欄 
〇 

標準機能として対応可能 

代替案（無償）により対応可能 

有償オプション、有償カスタマイズによ

り対応可能 

× 対応不可 

 

なお、有償オプション・有償カスタマイズ等の場合は見積書に金額を含めるものとし、

説明欄に金額を記載すること。 

（２）提出期限 

  令和４年５月２日（月）午後５時必着。ただし、土曜日、日曜日及び祝日を除く。 

（３）提出場所 

事務局 

（４）提出方法 

持参。その他の方法による提出は認めない。なお、提出後の差し替え、追加、修正は不

可とする。 

（５）提出部数 

提出書類を正本１部、副本９部とする。なお、副本と分かるように表紙に「副」と記載

すること。 
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（６）問い合わせ先 

事務局 

 

８ 審査方法 

（１）選定機関 

上三川町財務会計システム更新等業務委託の選定は、上三川町財務会計システム選定委

員会（以下「選定委員会」という。）が本件の審査及び評価を行い、交渉権第１位及び第

２位の者各１者を選定する。なお、審査及び評価は非公開とする。 

（２）書面審査の基準項目と配点表 

書面審査では、仕様書に基づいて提出された提案書、見積書、機能要件書について、選

定評価基準に基づき公平かつ客観的に評価を行う。書面審査基準項目と配点は以下のとお

りとする。 

評価項目 評価の内容 配点 

提案評価 企画提案書に対する評価 ３００点 

価格評価 見積書に対する評価 ２００点 

機能評価 システム機能要件の適応度合等 ２００点 

合計 ７００点 

 

なお、企画提案書の提出時点で４者以上の提出があった場合は、選定委員会において、

書面審査基準項目により一次選定を実施する。一次選定を行った場合は、その結果を次の

とおり通知する。 

①通知日：令和４年５月１１日（水） 

②通知方法：電子メール（参加表明書に記載されたメールアドレス宛て通知する。） 

（３）プレゼンテーション及びデモンストレーション審査の基準項目と配点表 

プレゼンテーション及びデモンストレーション審査では、選定評価基準に基づき公平か

つ客観的に評価を行う。審査基準項目と配点は以下のとおりとする。 

評価項目 配点 

プレゼンテーション ５０点 

デモンストレーション ２５０点 

合計 ３００点 
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９ プレゼンテーション及びデモンストレーション審査実施概要 

（１）実施内容 

①場所    上三川町役場 会議室（予定） 

②実施日時 令和４年５月１７日（火）または５月２０日（金） 

③実施時間 プレゼンテーション及びデモンストレーションは、１事業者あたり合計９０分

以内とする。出席者は１事業者５名以内とする。（会場及びスクリーンは本町

で用意するものとし、パソコン、その他の必要機材は提案事業者が準備するこ

と。） 

④その他  新型コロナウイルス感染症の影響により実施方法等について変更する場合があ

る。 

※実施内容の詳細は、令和４年５月１１日（水）に提案事業者に通知する。 

 

１０ 結果通知 

（１）審査結果通知 

  書面審査及びプレゼンテーション等審査の結果については、令和４年５月２５日（水）に

通知する。 

 

１１ 評価 

書面審査評価点とプレゼンテーション等審査評価点の合計により事業者の順位付けを行

う。最高得点者が優先交渉権者となる。なお、仕様の調整において双方合意に至らない場合

は、次点となった事業者と仕様の調整を行い、これを契約者とする場合がある。 

（１）辞退 

本件を辞退する場合は、辞退届を提出すること。届出には、代表者印を押印すること。 

（２）受託者選定 

①選定結果は事業者に対して、書面及び電子メールにて通知する。 

②交渉権第１位に選定された者に対して、仕様の調整及び再見積りを経たうえで、随意契約

に向けた交渉を行う。 
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③交渉権第１位に選定された者との契約締結交渉の結果、合意に至らなかった場合、交渉権

第２位に選定された者と交渉を行う。 

④参加者が１者のみの場合、審査の結果において総合評価得点が満点の７割以上のであると

きは、当該事業者を優先交渉権として決定する。なお、７割に満たない場合又は参加者がい

ない場合は、再度、プロポーザルを実施する。 

⑤選定結果は審査を行ったすべての事業者に速やかに通知し、交渉権第１位及び交渉権第２

位に選定された者については、その旨を通知する。なお、選定結果に関する異議等は受け付

けない。 

 

１２ 参加者の失格 

 次のいずれかに該当する場合は、失格とする。 

（１）参加資格を満たさなくなった場合。 

（２）提出された企画提案書その他の提出物について、虚偽の記載があった場合。 

（３）見積書の見積金額（税込み価格）が提案限度額を超えている場合。 

 

１３ その他の留意事項 

（１）提出期限までに参加表明書を提出しない者は、提案書を提出することができないものと

する。 

（２）本件のプロポーザルに係る一切の経費は、参加事業者の負担とする。 

（３）提出書類は、日本語を用いるものとし、通貨は日本円とする。 

（４）書類提出後の企画提案書その他の提出物の再提出及び修正は一切認めない。 

（５）本町に提出された企画提案書その他の提出物は、返却しない。 

（６）本説明書に定めのない事項に疑義が生じた場合は、協議により定める。 

 

 

 


